
利用料（利用者負担金）

1割負担 2割負担 3割負担

基本療養費Ⅰ（１日につき）

看護師及び理学療法士 週３回目まで ５，５５０円 ５５５円 １，１１０円 １，６６５円

週４回目以降 ６，５５０円 ６５５円 １，３１０円 １，９６５円

基本療養費Ⅲ

退院に備えての外泊時(１泊２日以上）（1回のみ） ８，５００円 ８５０円 １，７００円 ２，５５０円

管理療養費（１日につき）

1日目 ７，７１０円 ７７１円 １，５４２円 ２，３１３円

2日目以降 ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円

1日2回 ４，５００円 ４５０円 ９００円 １，３５０円

加 1日3回以上 ８，０００円 ８００円 １，６００円 ２，４００円

算 複数名訪問看護加算(週１回） 看護師、理学療法士 ４，５００円 ４５０円 ９００円 １，３５０円

複数名訪問看護加算(3～7回） ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円

（イ） ６，８００円 ６８０円 １，３６０円 ２，０４０円

（ロ） ６，５２０円 ６５２円 １，３０４円 １，９５６円

２，６５０円 ２６５円 ５３０円 ７９５円

２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円

特別管理加算（Ⅰ） ５，０００円 ５００円 １，０００円 １，５００円

特別管理加算（Ⅱ） ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円

退院時共同指導加算 ８，０００円 8００円 １，６００円 ２，４００円

退院支援指導加算 ６，０００円 ６００円 １，２００円 １，８００円

特別管理指導加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円

夜間・早朝訪問看護加算18時～22時

6時～8時

深夜訪問看護加算 22時～6時 ４，２００円 ４２０円 ８４０円 １，２６０円

長時間訪問看護加算（９０分以上）週１回 ５，２００円 ５２０円 １，０４０円 １，５６０円

訪問看護ターミナル療養費 ２５，０００円 ２，５００円 ５，０００円 ７，５００円

訪問看護医療DX情報活用加算 ２５，０００円 ２，５００円 ５，０００円 ７，５００円

情報提供療養費（月1回） ５０円 ５円 １０円 １５円

１、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、市町村からの求めに応じて情報を提供した場合

３、保険医療機関等に入院し、又は入所する利用者について情報を提供した場合

１，８３０円 183円 ３６６円 ５４９円

超過時間料（2時間を超える時間の場合）

管理療養費（１）

24時間対応体制加算

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）

２，１００円

その他の職員

６３０円

緊急時訪問看護加算
月14日目まで

月15日目以降

料金

２、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義務教育諸学校に入学時転学時等により
初めて在籍することとなる利用者について、当該義務教育諸学校からの求めに応じて情報を提供し
た場合

R8.6.1

保険外料金

３０分１，２００円

医　療　保　険

２１０円

難病等複数回訪問加
算

４２０円



時間外・休日利用

交通費（消費税込）

※合計金額の10円未満切り上げ

※特別管理加算Ⅰ ・在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を
　受けている状態にある者
・気管カニューレ又は留置カテーテルを使用している

※特別管理加算Ⅱ

・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態
・点滴注射を週３回以上行う必要があると認められる状態

・在宅自己導尿管理指導、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法
指導管理、在宅隆新静脈栄養指導管理、在宅成分栄養経管指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続用
圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、自宅肺高血圧
正患者指導管理を受けている者

10～20㎞未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200円

１，５００円

10㎞未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100円


